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区民・事業者・区がお互いの役割を理解し、それぞれができること、すべきことを行い、これ

ら三者の協働を基礎としてプランの推進を図っていきます。

１ プランの推進体制 

プランの推進体制 

区長 

墨田区 

墨田区環境基本条例推進本部 

事務局 担当課・所 

指示 報告 

報告 指示 指示 

連携 

墨
田
区
資
源
環
境
審
議
会 

す
み
だ
環
境
共
創
区
民
会
議 

国・都・近隣自治体 

助言 
答申 

支援 
情報提供 

報告 
諮問 

参加 
協働 

連携 
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第 5 章 プランの推進 

第
１
章 

第
３
章 

第
２
章 

第
４
章 

第
５
章 

資
料
編 

 

 

 

PDCA サイクルにより、環境施策の実施状況を把握・評価して次年度の取組に反映します。 

また、社会情勢の変化、国及び都による計画内容の見直し、新たな技術革新、予期せぬ 

環境問題の発生等、環境保全分野を取り巻く状況は常に変化しているため、これらの状 

況を把握して次年度の取組へ反映していきます。

 

２ プランの進行管理 

PDCAサイクルによるプランの進行管理 

①本プランに基づく事業の立案 

②事業の実施 

③実施結果の集計、評価の実行 

④国や東京都の政策の変化、 
科学技術の発展状況の把握 

⑤次年度に向けた事業の見直し 

Plan 

Do 

Check１ 

Check２ 

Action 

集計結果公表 
 すすだのの環境〈環境実績報告書〉、
区ホームページ） 

区民意見、事業者意見、
審議会意見の施策・事業
への反映 


